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４
月
か
ら
70
歳
以
上
75
歳
未

満
の
方
で
現
役
並
み
所
得
者
以

外
の
方
の
自
己
負
担
割
合
が
変

更
に
な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
昭
和
19
年
４
月
１

日
以
前
生
ま
れ
で
、
す
で
に
70

歳
以
上
の
方
は
、
こ
れ
ま
で
ど

お
り
１
割
に
据
え
置
か
れ
ま
す
。

　
昭
和
19
年
４
月
２
日
以
降
生

ま
れ
の
方
は
、
70
歳
の
誕
生
日

の
翌
月（
た
だ
し
、
各
月
１
日

が
誕
生
日
の
方
は
そ
の
月
）か

ら
２
割
と
な
り
ま
す
。（
平
成

26
年
３
月
２
日
～
４
月
１
日
に

70
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る
方
は
、

こ
れ
ま
で
の
３
割
負
担
か
ら
1

割
負
担
に
な
り
ま
す
。）

　
高
齢
受
給
者
証
は
、
70
歳
か

ら
74
歳
ま
で
の
方
に
自
己
負
担

割
合
を
記
載
し
て
交
付
し
て
い

ま
す
。（
後
期
高
齢
者
医
療
の
適

用
を
受
け
る
方
を
除
く
。）３
月

【
70
歳
以
上
75
歳
未
満
の
方
の
自
己
負
担
割
合
】が
変
わ
り
ま
す

【
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
】が
更
新
さ
れ
ま
す

中
に
郵
送
す
る
の
は
、
４
月
以

降
に
使
用
す
る
高
齢
受
給
者
証

で
す
。
有
効
期
限
を
確
認
の
う

え
高
齢
受
給
者
証
の
交
換
を
お

願
い
し
ま
す
。

70歳以上75歳未満の方の自己負担割合

現役並み所得者以外
後期高齢者医療制度の対
象となる一定の障害があ
ると認定された方は除く。

昭和19年４月１日

以前生まれの方 1割
昭和19年４月２日

以降生まれの方 2割
現役並み所得者 3割

※
高
齢
受
給
者
証（
現
役
並
み

所
得
者
以
外
）に
は「
２
割
」、

ま
た
は「
２
割（
特
例
措
置
に

よ
り
１
割
）」と
記
載
さ
れ
て

い
ま
す
。「
２
割（
特
例
措
置

に
よ
り
１
割
）」と
記
載
の
あ

る
方
は（

　
）内
の
負
担
割
合

が
適
用
さ
れ
る
た
め
、
１
割

の
自
己
負
担
で
受
診
で
き
ま

す
。

社
会
保
険
な
ど
職
場
の
健
康

保
険
に
加
入
し
た
方
へ

　　
社
会
保
険
な
ど
職
場
の
健
康

保
険
に
新
た
に
加
入
し
た
方
は
、

国
民
健
康
保
険
の
資
格
喪
失
手

続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
社

会
保
険
被
保
険
者
証
が
す
ぐ
に

交
付
さ
れ
な
い
か
ら
と
い
っ
て

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
を

使
用
す
る
と
、
医
療
費
の
７
割

分
を
返
還
し
て
い
た
だ
く
場
合

も
あ
り
ま
す
の
で
、
社
会
保
険

に
加
入
し
た
ら
住
民
課
で
必
ず

喪
失
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

◎
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
社
会
保
険
な
ど
職
場
の
健
康

保
険
か
ら
交
付
さ
れ
た
被
保

険
者
証

・
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

・
印
か
ん

国
民
健
康
保
険
の
退
職
者

医
療
制
度

　　
退
職
者
医
療
制
度
と
は
、
長

く
社
会
保
険
等
に
加
入
し
て
い

た
方
が
、
医
療
の
必
要
性
が
高

ま
る
退
職
後
に
、
国
民
健
康
保

険
に
加
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

国
民
健
康
保
険
の
医
療
費
負
担

が
増
大
す
る
こ
と
を
抑
制
す
る

た
め
に
つ
く
ら
れ
た
制
度
で
す
。

　
退
職
者
医
療
制
度
が
適
正
に

適
用
さ
れ
な
い
場
合
は
、
国
民

健
康
保
険
が
負
担
す
る
医
療
費

の
増
大
を
招
き
、
将
来
の
国
民

健
康
保
険
税
の
負
担
増
加
に
つ

な
が
り
ま
す
。

　
町
で
は
、
確
認
で
き
次
第
、

該
当
す
る
方
に「
退
職
者
被
保

険
者
証
」
を
郵
送
し
て
い
ま
す

が
、
退
職
者
医
療
制
度
の
対
象

と
思
わ
れ
る
方
は
、
届
出
を
お

願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
退
職
者
医
療
制
度
の

適
用
を
受
け
て
い
る
方
の
給
付

費（
被
保
険
者
の
自
己
負
担
分

以
外
の
医
療
費
）
は
、
退
職
者

医
療
制
度
に
該
当
す
る
方
の
国

民
健
康
保
険
税
と
、
会
社
等
の

健
康
保
険
か
ら
の
拠
出
金
で
賄

わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

◎
次
の
条
件
の
す
べ
て
に
あ
て

は
ま
る
方
と
、
そ
の
被
扶
養

者
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

・
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
65
歳
未
満
の
方

・
厚
生
年
金
や
各
種
共
済
組
合

な
ど
の
年
金
を
受
け
ら
れ
る

方
で
、
そ
の
加
入
期
間
が
20

年
以
上
、
も
し
く
は
40
歳
以

降
で
10
年
以
上
あ
る
方

◀
新
し
い
高
齢
受
給
者
証

国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ

◆
問
い
合
わ
せ

　

住
民
課
国
保
年
金
班

　
☎（
84
）１
２
１
４

※
現
役
並
み
所
得
者
の
自
己
負

担
割
合
は
、
３
割
の
ま
ま
で

変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

▲


